
≪子どもたちのスポーツグランドデザイン（案）について≫  
 
 
 
 
 
 
 
◇現状と課題 

子どもの運動習慣は、コロナ禍以前と比べ、児童・生徒を取り巻くスポーツ環境の変化などにより減少傾向が続き、運動能力の低下が懸念される。運動時間は小・中学校と
もに平成２９（2017）年度をピークに減少し、運動する子どもとしない子どもで二極化が生じ、運動やスポーツをすることが好きな子どもは中学校で減少する傾向にある。子
どもたちが豊かな活動ができるように、複数学校の生徒が集まり多様な活動ができる地域クラブ活動を充実させるなど、地域の実情等に応じた部活動改革を進める必要がある。 
 
◇目標 

運動好きや日常から体を動かすことに親しむ子どもの運動時間や運動習慣を増加させ、生涯に渡って心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質
や能力の育成を図るとともに、バランスのとれた心身の成⾧を育む。 
 中学生の休日のスポーツ活動における地域展開では、優秀な指導者を地域やクラブの枠を越えて活用する仕組みの構築を目指し、スポーツ関係団体などの強みを生かしたス
ポーツ活動を展開する中で、関係者の協力を得ながら、持続可能な地域スポーツ推進体制を実現する。 
 市、学校、家庭、地域社会、スポーツ団体と連携し、スポーツに積極的に参加することができる環境を整える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

休日のスポーツ活動における地域展開の本格実
施を令和８（2026）年度から「地域スポーツクラ
ブ」として展開する。競技種目の実情（部員数
等）に合わせて実施形態を検証しながら、生徒が
安心して自主的かつ意欲的に取り組め、生徒にと
って望ましいスポーツ環境を整える。 

－子どもを取り巻く運動・スポーツ機会の充実と体力の維持・向上－ 

子どもたちのめざす姿 

子どものうちから運動・スポーツに慣れ親しむことで、将来、市民がそれぞれのラ
イフステージに応じてスポーツに親しみ、生きがいづくり、健康づくりにつながる。 

≪柏崎市第六次総合計画基本構想／前期基本計画（案）主要施策の方向性≫ 
ライフステージに応じたスポーツの推進  ※ R8(2026)～R11(2029)の 4 年間 

・各種団体と連携し、多様化するライフステージやニーズに合わせた運動・スポーツを推
進し、各世代で運動・スポーツを活用した生きがいづくり、健康づくりに取り組む。 

・子どもたちに運動・スポーツをする機会を提供し、運動・スポーツを好きになってもら
うことで運動習慣を増加させ、生涯に渡っての健康づくりを推進する。 

＜活動目標＞ 
●運動時間の増加と運動習慣の定着・体力向上 
●スポーツ活動に参加する子どもの増加と保護者の関与に対する意識醸成 
●包括的なスポーツ活動の展開 
●スポーツ関係団体と連携した取組の推進 
 

＜活動成果＞ 
●フェーズⅠ（初期）各種団体の取組の強化 
●フェーズⅡ（中期）地域スポーツ活動の拡充 
●フェーズⅢ（⾧期）スポーツによる地域・世代を超えた

交流の拡大 

＜市民・地域社会への影響＞ 
●スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 
●明るく豊かで活力あるまちづくりの実現 
●地域社会全体で支える生きがいづくり、健康

づくりの実現 

＜幼児・小学生（低学年）＞ 
プレゴールデンエイジ 

３～８歳 

＜小学生（高学年）＞ 
ゴールデンエイジ 

９～１２歳 

＜中学生＞ 

１３～１５歳 

≪幼児期≫ 

楽しく体を動かす「運動遊び」
体験などを通じた施策を推進す
る。 

幼児期は生涯に渡り、運動や
スポーツに親しみ、健康的な生
活を育むための基礎を培う。幼
児期の運動習慣・生活習慣・体
力の向上を目指したプログラム
を実践する。 
●親子運動あそび教室、親子で

チャレンジ！スポーツ in 柏崎
など 

児童・生徒が体を動かすための動機付けや体力向上などに関する啓発を行う。発達段階に応じてスポーツ活動に関する適
切な資質・能力を備えた指導者を育成し、子どもたちにとって安心・安全な地域スポーツの健全な振興を図る。 

・地域におけるスポーツ指導者の活用を通じた施策を推進 

≪小学生≫ 
運動遊びからスポーツ活

動へと発展させ、生涯スポ
ーツや競技スポーツへと繋
げるための小学生向けの運
動プログラムの体験などを
通じて、競技団体などと連
携して実施する。 
●親子で体力測定、こどもス

ポーツフェスタ、スポーツ
フェスティバル、児童クラ
ブ向け体験訪問活動など 

≪中学生≫ 
子供の数が減少する中でも、将来に渡

って生徒が継続的にスポーツ活動に親し
む機会を確保・充実させる。生徒のニー
ズに応じた多種多様な体験、学校等の垣
根を超えた仲間とのつながり、地域の
様々な人や幅広い世代との豊かな交流な
ど、新たな価値を生み出す。 
●地域クラブ活動（R８（2026）～）：陸

上競技（１拠点）、軟式野球（３拠点
（東部・西部・北部））、バレーボール
（４拠点４校）、ソフトテニス男子・女
子（２拠点４校）の競技種目 

休日：改革実行期間内に全ての学校部活動において地域展開を実施 
平日：各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進 
※ R 8(2026)～10(2028) ＜改革実行期間(前期)＞ (中間評価) 
  R11(2029)～13(2031) ＜改革実行期間(後期)＞ 
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≪こどもたちのスポーツグランドデザイン（最終案）について≫  
 
 
 
 
 
 
 
 
◇現状と課題 

こどもたちを取り巻くライフスタイルやスポーツ環境の変化などにより、運動時間は減少傾向が続き、運動能力の低下が懸念される。そのため、「運動やスポーツをするこ
とは好き」、「体育の授業が楽しい」と感じるこどもたちを増やし、自ら運動に親しむことで、結果として体力の向上が図られるよう取り組む必要がある。更には、青年前期の
中学生が豊かで幅広い活動ができるよう、複数学校の生徒が集まり多様な活動ができる地域クラブ活動を充実させ、地域の実情などに応じた部活動改革が求められる。 
 
◇目標 

運動遊びや体育・保健体育の授業などを通じて、運動好きや日常から体を動かすことに親しむこどもの運動時間や運動機会を増加させ、生涯にわたって豊かなスポーツライ
フを実現するための資質や能力を育成するとともに、中学生の休日の地域クラブ活動では、市、学校、家庭、地域社会、スポーツ関係団体などが連携を図りながら、地域全体
で支え、こどもたちがスポーツに積極的に参加することができる環境を整える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

休日の地域クラブ活動の本格実施を令和８
（2026）年度から「認定地域クラブ」が主体的・
継続的に展開する。競技種目の実情（部員数等）
に合わせて実施形態を検証しながら、生徒が安心
して自主的かつ意欲的に取り組み、生徒にとって
望ましいスポーツ環境を整える。 

－こどもを取り巻く運動・スポーツ機会の充実と体力の維持・向上－ 

こどもたちのめざす姿 

こどものうちから運動・スポーツに慣れ親しむことで、将来、市民がそれぞれのライフ
ステージに応じて運動・スポーツに親しみ、健康づくり、生きがいづくりにつながる。 

≪柏崎市第六次総合計画基本構想／前期基本計画 主要施策の方向性≫ 
ライフステージに応じたスポーツの推進  ※ R8(2026)～R11(2029)の 4 年間 

・各種団体と連携し、多様化するライフスタイルやニーズに合わせた運動・スポーツを推
進し、各世代での運動・スポーツを活用した生きがいづくり、健康づくりに取り組む。 

・こどもたちに運動・スポーツをする機会を提供し、運動・スポーツを好きになってもら
うことで運動習慣を増加させ、生涯にわたって健康づくりを推進する。 

＜活動目標＞ 
●運動時間の増加と運動習慣の定着・体力向上 
●スポーツ活動に参加するこどもの増加と保護者の関与に対する意識醸成 
●包括的なスポーツ活動の展開 
●スポーツ関係団体と連携した取組の推進 
 

＜活動成果＞ 
●フェーズⅠ（初期）各種団体の取組の強化 
●フェーズⅡ（中期）地域スポーツ活動の拡充 
●フェーズⅢ（⾧期）スポーツによる地域・世代を超えた

交流の拡大 

＜市民・地域社会への影響＞ 
●スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 
●明るく豊かで活力あるまちづくりの実現 
●地域社会全体で支える健康づくり、生きがい

づくりの実現 

＜幼児・小学生（低学年）＞ 
プレゴールデンエイジ 

３～８歳 

＜小学生（高学年）＞ 
ゴールデンエイジ 

９～１２歳 

＜中学生＞ 

１３～１５歳 

≪幼児期≫ 

楽しく体を動かす「運動遊び」
体験などを通じた施策を推進す
る。 

幼児期は生涯にわたり、運動
やスポーツに親しみ、健康的な
生活を育むための基礎を培う。
幼児期の運動習慣・生活習慣・
体力の向上を目指したプログラ
ムを実践する。 
●親子運動あそび教室、親子で

チャレンジ！スポーツ in 柏崎
など 児童・生徒が体を動かすための動機付けや体力向上などに関する啓発を行う。発達段階に応じてスポーツ活動に関する適切

な資質・能力を備えた指導者を育成し、こどもたちにとって安心・安全な地域スポーツの健全な振興を図る。 
・地域におけるスポーツ指導者の活用を通じた施策を推進 

≪小学生≫ 
運動遊びからスポーツ活

動へと発展させ、生涯スポ
ーツや競技スポーツへとつ
なげるための小学生向けの
運動プログラムの体験など
を通じて、学校や競技団体
などと連携して実施する。 
●学校体育（授業）との連携の

ほか、親子で体力測定、こど
もスポーツフェスタ、スポー
ツフェスティバル、児童クラ
ブ向け体験訪問活動など 

≪中学生≫ 
こどもの数が減少する中でも、将来

にわたって生徒が継続的にスポーツ活
動に親しむ機会を確保・充実させる。
生徒のニーズに応じた多種多様な体
験、個性・得意分野の尊重、学校など
の垣根を超えた仲間とのつながり、地
域の様々な人や幅広い世代との豊かな
交流など、新たな価値を生み出す。 
●学校体育（授業）との連携のほか、休日

の認定地域クラブ活動の実施（R8
（2026）～）：陸上競技⑴、軟式野球⑶、
バレーボール⑴、ソフトテニス⑵の７団体 
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休日：改革実行期間内に全ての学校部活動において地域展開 
平日：各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進 
※ R 8(2026)～10(2028)  ＜改革実行期間(前期)＞ 

 (中間評価) 
R11(2029)～13(2031) ＜改革実行期間(後期)＞ 



（２）令和８（２０２６）年度スポーツ振興課事業計画について（報告） 

   ※日程について、今後変更される場合がございます 

１ 令和８（２０２６）年度年間スポーツ・行事計画 

令和８（２０２６）年２月２５日時点     

月 日 曜 行事名 会場 

4 26 日 市⺠登⼭ 八石⼭ 

5 17 日 第 26 回柏崎潮風マラソン みなとまち海浜公園発着 

5 31 日 スポレク GP①（グラウンドゴルフ） 鯖石川改修記念公園 

8 1 土 親子で運動あそび教室① 総合体育館（軽体操室） 

8 8 土 親子で運動あそび教室② 総合体育館（軽体操室） 

8 22 土 親子で運動あそび教室③ 総合体育館（軽体操室） 

8 29 土 親子で運動あそび教室④ 総合体育館（軽体操室） 

9 12〜13   えちゴンカップ アクアパーク 

9 19〜22   第３回 Asia pacific Water Polo league アクアパーク 

9 27 日 スポレク GP②（モルック） 総合体育館 

10 3 土 柏崎スポーツフェスティバル 2026 中央地区各所 

10 4 日 浜辺の運動会（親子でチャレンジ） みなとまち海浜公園 

10 25 日 鯖石ロードレース大会 中鯖石コミセン周辺 

10 25 日 第 24 回柏崎マラソン 陸上競技場発着 

12 13 日 スポレク GP③（ボッチャ） 総合体育館 

1 1 金 第９６回元朝体操 市内各地 

2 14 日 スポレク GP④（カローリング） 総合体育館 

2 21 日 市⺠ラージボール卓球大会 総合体育館 

3 18〜22   第 13 回かしわざき潮風カップ（U17） アクアパーク 

未定 親子で体力測定＆数遊び 総合体育館 

未定 
チャレンジ GG マスターズツアー全 7 回（チャレンジ夢ク

ラブ） 
 

未定 チャレンジさわやかウォーキング（チャレンジ夢クラブ）  

未定 海で水球 in 柏崎  

未定 
チャレンジ杯ソフトバレーボール大会（チャレンジ夢クラ

ブ） 
 

未定 市⺠ワンバウンドバレーボール大会  

未定 チャレンジ杯ラケットテニス大会（チャレンジ夢クラブ）  

未定 グラウンドゴルフチャレンジ杯（チャレンジ夢クラブ）  

未定 市⺠スキー（スノーボード）スクール 全４回  

このほか 

幼児運動あそび出前教室（保育園・幼稚園対象）７〜８園実施予定 

企業対抗ウォーキング大会、地区体協対抗ウォーキング大会（スマートフォンアプリを活用したウォーキン

グ大会） 
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２ 体育施設整備予定 

 ア 総合体育館 

    総合体育館大規模改修工事設計業務委託 

 イ 陸上競技場 

    陸上競技場第 2 種公認改修工事 

    陸上競技場 走高跳用マット、棒高跳用マット入替購入 

 ウ 西山総合体育館 

    西山総合体育館 LED 入替工事 

エ 佐藤池野球場 

    佐藤池野球場２階一塁側及び中央トイレ修繕 

  

３ その他 

 佐藤池野球場_高圧受電ケーブル更新修繕を令和８（２０２６）年３月３１日まで急きょ実施中 
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令和８（２０２６）年１月２２日 施行 
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柏崎市中学校部活動ガイドライン及び地域クラブガイドライン策定の趣旨 

 

以下、令和 7（2025）年 12月制定文部科学省「部活動改革及び地域クラブの推進等に関する総合的なガイドライン」

や、平成３１年４月制定「柏崎市中学校部活動ガイドライン」から参考引用 

 

令和４（２０２２）年 12月にスポーツ庁と文化庁から「学校部活動及び新たな地域ク

ラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が示された。その中では、「少子化

が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる

機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組む必要がある、と記されている。そ

の際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、

新しい価値が創出されるようにすることが重要」と示されている。 

 

また、当市教育委員会が平成３０（２０１８）年に策定した「運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」を統合した上で全面的に改定した。これにより、学校部活動の適正な運営や効率的・

効果的な活動の在り方とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応に

ついて、国の考え方が提示された。 

 

当市でも、部活動を地域に展開する方針のもと、「地域の子供たちは、学校を含めた地

域で育てる」という意識のもと、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可

能で多様な環境を一体的に整備することとした。 

 

このことから平成３１（２０１９）年４月制定の「柏崎市立中学校部活動ガイドライ

ン」を一部修正するとともに、新たに当市における地域クラブガイドラインを作成、こ

れらを併せ策定した。 

 

 

 

要旨 

 

 

 

 

当市では、生徒の健全な育ちと人格の完成を目指し、学校部活動（運動部、文化部） 

の運営について、今後も学校・地域・各種団体が一緒になって考え、適正化を図ります。 

この中では、急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・

文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実させるため、令和８（２０２６）年度から、休

日の地域クラブ本格実施を行い、その後、準備ができた種目から平日の一体化も図るこ

ととした「柏崎市部活動及び地域クラブガイドライン」を策定しました。 

令和８（２０２６）年１月 
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第Ⅰ章 学校部活動 

１ 部活動の意義 

心身ともに大きく成長する中学生期において、興味・関心のあるスポーツや文化的活

動で、仲間とともに一つの目標に向かって取り組むことのできる部活動は、非常に教育

効果の高い活動です。大会やコンクール等に向けて努力することは、困難に打ち勝とう

とする強い精神力を養ったり、心・技・体を向上させたりするなど、部活動が担う役割

は大きいと考えます。 

また、異学年が目指す目標を一つにして集団を形成し取り組む部活動は、仲間づくり

の視点からも効果的であり、コミュニケーション力の育成にも大きな役割を果たすとい

えます。このように、部活動の果たす役割は大きく、中学校における学校教育活動に欠

かすことのできないものとなっています。 

しかし、第Ⅱ章で述べる、少子化を含む社会情勢の変化や教職員の超過勤務時間が社

会課題となっている中、部活動は原則、平日のみとして実施していくこととします。 

 

２ 部活動の位置付け 

   中学校の部活動は、中学校学習指導要領において以下のように位置付けられています。 

 

○中学校学習指導要領（平成２９年３月）（抜粋） 

第 1 章総則第 5 学校運営上の留意事項 

教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。

特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、

科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・

能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られる

よう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施

設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運

営体制が整えられるようにするものとする。 

 

３ 部活動の基本方針 

  「新潟県部活動の在り方に係る方針」では、基本方針を「生徒にとっても教員にとっ

ても魅力ある部活動」としています。この方針に基づき、当市においても次の視点から

取組を進め、その実現を図ります。 

○ 生徒の視点から 

「バランスのとれた健全な成長の確保」と「自主的、自発的な参加による部活動」 

○ 教員の視点から 

「ワーク・ライフ・バランスの実現」 

 

４ 適切な休養日や活動時間の設定基準 

「新潟県部活動の在り方に係る方針」に則り、かつ、医科学の観点からのジュニア期

におけるスポーツ、文化活動時間に関する研究を踏まえた基準を参考とするとともに、

柏崎市の実態を考慮しながら、以下のとおりとします。 
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（１）休養日の設定  

 

週当たり１日以上の休養日を設ける。                 

 

（２）活動時間の設定 

 

１日の活動時間は、長くても平日２時間とする。  

 

  ・練習は長くても２時間程度、できれば勤務時間内で行うことも検討することとし、

長期休業期間中（平日）の練習は３時間程度で練習を終えることを原則とする。 

 ※練習時間とは、用具の準備時間及び片付け時間を含む。      

 ※大会や練習試合等は除くこととする。 

 

５ 適切な部活動指導 

（１）適切な部活動指導の実施  

・学校教育が目指す生きる力の育成、豊かな学校生活を実現させる指導を行う。 

  ・勝つことを重視するあまり、過重な練習を強いることなどがないようにする。 

・生徒の健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むためバランスのある指導を行う。 

・生徒のニーズが多様であることを踏まえ、強制的な入部を避けながら活動運営の工

夫を行う。                         ･ 

 

（２）効果的な指導に向けて 

・一方的な方針ではなく、生徒との意見交換等を通じてニーズや意見を把握し、生徒 

の健全な育ちと人格の完成を目指して各活動の目標、指導の方針を検討し設定する。 

・生徒が自分の目標や課題、自分の役割や仲間との関係づくり等について自ら設定し、

理解して、その達成、解決に向けて主体的に取り組む力を育成する。 

・生徒同士で、部活動の方向性や各自の取組姿勢等について、筋道を立てて話し合う

場を設定し、目標達成や課題解決に向けて自立して取り組む力を育成する。 

・部活動が生徒にとって総合的な人間形成の場となるよう、幅広い知識や技能を継続

的に習得し、多様な面での指導力を身に付け、それらを向上させる。 

・生徒の目標達成に向け、科学的・効果的な練習方法を積極的に導入し、短時間で効

果が得られる活動を実施する。 

 

（３）体罰・ハラスメント等の禁止 

・いかなる理由があっても、指導における体罰等を正当化することは誤りであり、決

して許されないものであるとの認識をもち、体罰等のない指導に徹する。また、体

罰を行わない取組を学校全体で行う。 

・生徒の人格を否定する発言や指導者としての信用を失墜させる行為（ハラスメント） 

は、生徒や保護者の信頼を裏切る行為であり決して許されないものであるとの自覚

をもち指導にあたる。 

・個人情報の取扱については、漏洩等がないよう学校の規則に則り適切に管理する。 
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６ 部活動を支える環境整備の推進 

（１）学校規模に応じた部活動の設置 

ア 学校に設置する部 

・校長は各部において複数顧問による運営が可能となるよう努める。 

・学校規模や生徒の実情を考慮して、設置部活動の精選を行う。 

イ 設置する部の選定 

・校長は、生徒のニーズや意見の把握に努め、保護者の意見や地域の実態、各種団体

等との連携を考慮し、設置する部を選定する。 

 

（２）複数顧問制による運営 

・校長は、生徒のけがや事故を未然に防止し、安全な部活動を実現するとともに、不

測の事態が発生した場合に適切な対応ができるよう、複数の顧問を置く。 

・教員の数、校務分担の状況等、学校の実態に応じて、部活動指導員等の外部指導者

を活用する。 

・校長は、複数の顧問を配置して、交替で指導できる体制を作る。 

 

（３）部活動指導員及び外部指導者等の活用 

・部活動は学校教育の一環として、学校、顧問の教員により進められる教育活動であ

ることから、部活動指導員及び外部指導者等の協力を得る場合には、相互に十分な

調整を行い、情報を共有することが必要である。（学校全体の目標や方針、各部の

活動の目標や方針、計画、具体的な指導の内容や方法、生徒の状況、事故が発生し

た場合の対応等） 

・教育委員会は、生徒や教員の数、校務分担の状況といった学校の実態等に応じて、

指導内容の充実、生徒の安全・安心の確保、教員の長時間勤務の解消等の観点から

円滑に部活動を実施できるよう、部活動指導員及び外部指導者等を任用し、学校に

配置するよう努める。 

・学校教育の一環として行う部活動の部活動指導員及び外部指導者等は、生徒に直接

指導する立場であることから、適切な資質を有する者とする。 

 

（４）保護者の理解と協力 

・学校は保護者に対し、部活動の意義や学校としての考え、顧問としての指導に関 

する基本方針を明確にする。 

・学校は練習計画・練習内容・活動時間・休養日を明確にし、保護者に示す。 

・保護者は部活動の意義や目的等を理解し、学校の活動方針を受けて生徒の健全な育

成と自主的、自発的な部活動の充実を支援する。 

 

（５）地域スポーツ団体や文化芸術等の関係団体との連携 

・学校は地域のスポーツ団体や文化芸術等の関係団体と連携し、地域における活動環

境整備の推進を図る。 

・地域は学校における部活動ガイドラインの趣旨を理解し、学校と連携を取りながら、

地域における活動環境の充実を図る。 
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（６）事故の未然防止に向けて 

・緊急時に適切に対応できるよう、学校全体としての安全管理体制を整備する。 

・救急救命法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の適切な使用方法について理解を深め

る取組を推進する。 

・施設設備、用具等の定期的な安全確認を徹底する。 

・保健調査票や健康診断の結果、保護者からの情報提供等により、生徒の健康状態を

事前に把握する。 

・生徒の活動状況を常に確認し、けがや事故防止のための安全管理に努める。 

 

７ 活動計画及び活動実績の作成と報告 

（１）年間活動計画・月間活動計画及び活動実績等の作成 

・校長は、学校設置者の方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策

定・公表するとともに、その運用を徹底し、担当教職員の業務管理を適切に行う。                             

・部活動顧問は、年間活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長 

に提出する。 

 

（２）活動実績の報告 

   ・校長は、設置する部活動の活動日数・活動時間等について月ごとに集計し、教育委 

員会に報告する。 

   ・教育委員会は、各校の報告に基づき指導・助言を行う。 

 

８ 今後の取組の方針 

・国や県の動向を注視しながら、柏崎刈羽中学校体育連盟や競技団体等と連携し部活

動の在り方について検討する。 

・部活動指導者研修会を実施する等、部活動の適正化に向けた情報提供を行う場を設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－５－ 



第Ⅱ章 地域クラブ活動 令和８（２０２６）年度から、休日のみ本格実施 

             令和８(２０２６)年度 柏崎市・刈羽村 地域クラブ推進計画より一度部抜粋 

 

１ 地域クラブの目的 

(1) 生徒数が減少する中でも、子どもたちが生涯に渡って継続してスポーツ･文化芸   

術活動に親しむ環境を整える。 

(2) その環境を地域社会全体（自治体、連盟･協会、学校教育）が支え合い、地域で子

どもを育てる文化を形成する。 

(3) 新しい選択の時代、新たな活動や複数種目への挑戦など、多様な関わり方 を可能

にする。 

 
２ 実施に向けた方針 

(1) 令和８(２０２６)年度から、「休日の部活動の地域展開」を本格実施します。 

(2) 地域クラブ（以下、運動部は「地域スポーツクラブ」、文化部は「地域文化クラブ」）

は、教育委員会が、（一財）柏崎市スポーツ協会や文化芸術団体と連携した体制で実施   

します。 

 

３ 地域クラブ（スポーツ・文化）の活動概要 

(1) 休日（土・日曜日、祝日）のみの活動とします。平日は、これまでどおり学校で

部活動に取り組みます。 

(2) 「部活動ガイドライン」に則した活動（土日どちらか１日、3時間程度の練習）を 

します。 

(3) 地域クラブは、一斉集合型（合同練習）、ブロック型（ブロックごとの合同練習）な 

ど、部員や指導者の人数、施設などの状況に合わせて実施していきます。 

(4) 活動費用（指導者謝金・保険加入料・他）は、受益者負担が発生します。地域クラ 

ブの参加費は、就学援助制度の対象外です（ユニフォーム代等については、部活動で 

使用する場合、適応となる）。なお、会場までの移動は、これまでの部活動での練習試

合や練習会への参加と同時に、原則生徒各自（保護者送迎）です。 

(5) 中学校体育連盟（以下、中体連）各種目専門部・文化部の事務局とそれぞれが所属 

する競技・文化芸術団体が連携し、指導方針の一貫性や生徒の多様なニーズの実態を

把握して実施します。 

(6) 指導は、実施主体から推薦された指導者と部活動指導員が行います。指導者は各競 

団技団体の資格取得者や（一財）柏崎市スポーツ協会が実施する指導者講習を受け、

認定を受けることが条件となります。 

(7) 平日の学校部活動を指導する教員で、地域クラブでの指導を希望する者は、教育委 

員会の許可と（一財）柏崎市スポーツ協会の指導者バンク等に登録した上で、地域指 

導者として指導に従事することができます。 

(8) 中体連主催や各団体主催の大会・コンクールへの参加は、地域クラブ（合同チーと 

して参加が可能です。それぞれの競技で異なりますので、学校からの連絡や新潟県中

学校体育連盟のホームページ等で確認してください。 

(9) 学校で設置している部活動のみ、地域クラブへ移行します。 
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４ 地域クラブ実施状況 

(1) 中学校の部活動種目の中で陸上競技、軟式野球、バレーボール、ソフトテニス、吹 

奏楽の 5種目で実施します。 

(2) 地域クラブへの参加は自由です。また、地域クラブは、平日の部活動と同じ種目を

選ぶことも可能ですし、違う種目に参加することも可能です。 

＊以上、令和８(２０２６)年度 柏崎市・刈羽村の休日の部活動地域展開実施方針より 

 

５ 地域クラブの要件 

地域クラブは、市内に居住する中学生を対象とする活動を市内の施設等において行っ 

ている団体であって、次の各号の全てに該当するものとします。 

(1) 次に掲げる事項が規定された規約、会則、定款等であって、社会通念上適正で    

あると認められるものを備えていること。 

ア 名称 

イ 目的 

ウ 総会に関する事項 

エ 次に掲げる役員又はこれらに準ずる役員の設置に関する事項 

(ア) 代表者 

(イ) 会計責任者 

(ウ) 監事 

(2) 前号エに定める役員の全てが現に選任されていること。 

(3) 営利を目的としないこと。 

(4) 当該団体が実施する活動の種目が、中学生の望ましい成長に資するものであり、

かつ、危険度の高いスポーツ活動に該当しないものであること。 

(5)（一財）柏崎市スポーツ協会指導者バンク、公認スポーツ指導者制度の規定に基づ

く認定を受けた指導人材(以下「指導人材」)が１人以上所属していること。 

 

６ 地域クラブの認定 

地域クラブが地域クラブ活動を行うときは、柏崎市認定地域クラブ活動の認定に関す

る要綱に基づき認定を受けます。 

 

７ 地域クラブ活動の原則 

 地域クラブは、柏崎市部活動及び地域クラブガイドラインの原則により地域クラブ活

動を行います。 

 

８ 地域クラブ活動の基準 

地域クラブは、次の各号の基準に従って地域クラブ活動を行います。 

(1) 地域クラブ活動の参加者に対する指導、引率等は柏崎市部活動及び地域クラブガ   

 イドラインで規定する指導人材が行うこと。 

(2) 地域クラブ活動の参加者及び指導人材を被保険者とする傷害保険及び賠償責任保 

険(教育委員会が求める補償内容を満たすものに限る。)に加入すること。 

(3) 地域クラブ活動を実施する日及び回数、地域クラブ活動の参加等に関する手続 
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き、地域クラブ活動の参加者が負担する年間登録料及び参加費並びに指導人材に対し

て支払う報酬の額は、教育委員会の方針のもと運営主体が指定する。 

 

９ 地域クラブ活動の計画的な実施 

 地域クラブは、次に各号に定めるところにより、計画的に地域クラブ活動を実施しま

す。 

(1) 地域クラブ活動について活動方針及び指導方針を定めるとともに、これらについ 

て参加者の保護者等(以下「保護者等」という。)に説明し、意見交換等を行うミーテ 

ィングを年に１回以上、定例的に開催すること。 

(2) 各年度末までに翌年度の地域クラブ活動計画を作成し、教育委員会に提出すると 

ともに、保護者等に周知を図り、前号のミーティングにおいて意見交換等を行うこ

と。 

(3) 毎月末までに翌月の地域クラブ活動計画を作成し、保護者等に周知を図ること。 

(4) 当該年度の地域クラブ活動の終了後、その実績を教育委員会に報告すること。 

 

10 地域クラブの規模の調整 

地域クラブは、その地域クラブ活動への参加者の数がその活動の規模に比して過多

となり、又は過少となったときは、教育委員会と協議の上、当該地域クラブの分割又

は近隣の地域クラブとの統合をするよう努めなければならない。 
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